
監督署からのお知らせ

①福井県最低賃金が令和６年10月５日（土）から、984円に引き上げられます。

②令和７年１月１日から、労働安全衛生関係の一部手続きの電子申請が原則義務化されます。

③令和７年１月１日から、労働者死傷病報告の様式が一部変更となります。

④「転倒」を事故の型とする労働災害が多く発生しており、管内で発生した労働災害の1/3を占めて
います。今後、冬季に入ると降雪や路面の凍結による「転倒」災害の増加が見込まれることから、
早期に職場内で冬季特有災害について話し合い、安全対策準備を進めましょう。

詳細は、二次元コードから

敦賀署通信（令和６年10月号）


